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公 安 委 員 会 規 則

示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第１条の規定によりなお効力を有す

るものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年１月22日

鳥取県公安委員会委員長 衣 笠 優 子

鳥取県公安委員会規則第１号

示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第１条の規定によりなお効力を

有するものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

（旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則（昭和29年鳥取県公安委員会

規則第４号）第１条の規定によりなお効力を有するものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施

行規則（昭和24年米子市告示第117号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第１条関係） 様式第１号（第１条関係）

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

申請者住所 申請者住所

団 体 名 団 体 名

職 名 氏 名 職 名 氏 名㊞

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

示威行進等許可申請書 示威行進等許可申請書

示威行進又は集団示威運動に係る許可を受けたいの 示威行進又は集団示威運動に係る許可を受けたいの

で、下記のとおり許可申請します。 で、下記のとおり許可申請します。

記 記

１～５ 略 １～５ 略

（鳥取県道路交通法施行細則の一部改正）

第２条 鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別記様式第１号（第３条関係） 別記様式第１号（第３条関係）

通 行 禁 止 通 行 禁 止

駐 車 禁 止 駐 車 禁 止

高齢運転者等専用時間 除外車指定申請書 高齢運転者等専用時間 除外車指定申請書

制限 駐車区間規制 制限 駐車区間規制

時間制限駐車区間規制 時間制限駐車区間規制

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 住所 申請者 住所

氏名 氏名 ㊞

令和３年１月22日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第５号
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（法人にあってはそ （法人にあってはそ

の名称、代表者の氏 の名称、代表者の氏

名及び主たる事務所 名及び主たる事務所

の所在地） の所在地）

略 略

第 号 第 号

通 行 禁 止 通 行 禁 止

駐 車 禁 止 駐 車 禁 止

高齢運転者等専用時間 除外車指定証 高齢運転者等専用時間 除外車指定証

制限 駐車区間規制 制限 駐車区間規制

時間制限駐車区間規制 時間制限駐車区間規制

上記のとおり指定します。ただし、次の条件に 上記のとおり指定します。ただし、次の条件に

従ってください。 従ってください。

略 略

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 印 鳥取県公安委員会 印

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第２号（第５条、第５条の２、第５条の３関 別記様式第２号（第５条、第５条の２、第５条の３関

係） 係）

緊 急 自 動 車
・

指定申請書 緊 急 自 動 車
・

指定申請書

道路維持作業用自動車 届 出 書 道路維持作業用自動車 届 出 書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 住所又は所在地 申請者 住所又は所在地

届出者 氏名又は名称 届出者 氏名又は名称 ㊞

略 略

別記様式第２号の３（第５条、第５条の２、第５条の 別記様式第２号の３（第５条、第５条の２、第５条の

３関係） ３関係）

緊 急 自 動 車
・
指 定 証

記載事項変更届
緊 急 自 動 車

・
指 定 証

記載事項変更届
道路維持作業用自動車 届出確認証 道路維持作業用自動車 届出確認証

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

届出者 住 所 届出者 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

略 略

別記様式第２号の４（第５条、第５条の２、第５条の 別記様式第２号の４（第５条、第５条の２、第５条の

３関係） ３関係）

緊 急 自 動 車
・
指 定 証

再交付申請書
緊 急 自 動 車

・
指 定 証

再交付申請書
道路維持作業用自動車 届出確認証 道路維持作業用自動車 届出確認証

年 月 日 年 月 日
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鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

届出者 住 所 届出者 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

略 略

別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）

駐 車 許 可 申 請 書 駐 車 許 可 申 請 書

年 月 日 年 月 日

警察署長 様 警察署長 様

住 所 住 所

申請者 申請者

氏 名 氏 名 ㊞

（法人にあってはその名称、 （法人にあってはその名称、

代表者の氏名及び主たる事務 代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 所の所在地）

略 略

第 号 第 号

駐 車 許 可 証 駐 車 許 可 証

上記のとおり許可します。ただし、次の駐車の 上記のとおり許可します。ただし、次の駐車の

方法及び条件に従ってください。 方法及び条件に従ってください。

略 略

年 月 日 年 月 日

警察署長 印 警察署長 印

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第３号の３（第９条の10、第９条の12関係） 別記様式第３号の３（第９条の10、第９条の12関係）

略 略

登 録
申請書

登 録
申請書

登録更新 登録更新

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 主たる事務所の所在地 申請者 主たる事務所の所在地

法人の名称 法人の名称

代表者の氏名 代表者の氏名 ○印

道路交通法第51条の８
第 ２ 項 の 規

道路交通法第51条の８
第 ２ 項 の 規

第７項において準用する 第７項において準用する

定 に よ り 登 録
の申請をしま

定 に よ り 登 録
の申請をしま

同条第２項の規定により登録更新 同条第２項の規定により登録更新

す。 す。

略 略

（登録更新申請の場合のみ記載） （登録更新申請の場合のみ記載）

略 略
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略 略

略 略

注 略 注 略

別記様式第３号の４（第９の10関係） 別記様式第３号の４（第９の10関係）

診 断 書 診 断 書

住 所 住 所

氏 名 氏 名

上記の者は、 上記の者は、

１ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤 １ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤

の中毒者に該当しない の中毒者に該当しない

２ 精神機能の障害により確認事務を適正に行う ２ 精神機能の障害により確認事務を適正に行う

に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適 に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者に該当しないことが 切に行うことができない者に該当しないことが

明らかである 明らかである

旨を診断します。 旨を診断します。

年 月 日 年 月 日

医療機関所在地 医療機関所在地

医 療 機 関 名 医 療 機 関 名

医 師 医 師 ㊞

別記様式第３号の５（第９条の10関係） 別記様式第３号の５（第９条の10関係）

誓 約 書 誓 約 書

当法人は、道路交通法第51条の８第３項各号に 当法人は、道路交通法第51条の８第３項各号に

掲げる次のいずれにも該当しないことを誓約しま 掲げる次のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。 す。

１・２ 略 １・２ 略

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

年 月 日 年 月 日

主たる事務所の所在地 主たる事務所の所在地

法 人 の 名 称 法 人 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 代 表 者 の 氏 名 ㊞

別記様式第３号の６（第９条の10関係） 別記様式第３号の６（第９条の10関係）

誓 約 書 誓 約 書

当法人は、道路交通法第51条の８第４項第１号 当法人は、道路交通法第51条の８第４項第１号

に定める車両、携帯電話用装置その他の携帯用の に定める車両、携帯電話用装置その他の携帯用の

無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用 無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用

いて確認事務を行うものであることを誓約しま いて確認事務を行うものであることを誓約しま

す。 す。

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

年 月 日 年 月 日
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主たる事務所の所在地 主たる事務所の所在地

法 人 の 名 称 法 人 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 代 表 者 の 氏 名 ㊞

別記様式第３号の７（第９条の13関係） 別記様式第３号の７（第９条の13関係）

（表） （表）

略 略

駐車監視員資格者講習受講申込書 駐車監視員資格者講習受講申込書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申込者 氏名 申込者 氏名 ㊞

略 略

略 略

備考 申込者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

（裏） (裏)

略 略

別記様式第３号の９（第９条の14関係） 別記様式第３号の９（第９条の14関係）

略 略

駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交 駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交

付申請書 付申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 氏名 申請者 氏名 ㊞

略 略

備考 申請者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

別記様式第３号の10（第９条の15関係） 別記様式第３号の10（第９条の15関係）

略 略

認 定 申 請 書 認定申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 氏名 申請者 氏名 ㊞

略 略
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略 略

略 略

備考 申請者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

別記様式第３号の12（第９条の18関係） 別記様式第３号の12（第９条の18関係）

略 略

駐車監視員資格者証交付申請書 駐車監視員資格者証交付申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 氏名 申請者 氏名 ㊞

略 略

略 略

略 略

備考 申請者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

別記様式第３号の13（第９条の18関係） 別記様式第３号の13（第９条の18関係）

誓 約 書 誓 約 書

私は、道路交通法第51条の13第１項第２号イか 私は、道路交通法第51条の13第１項第２号イか

らハまでに掲げる次のいずれにも該当しない者で らハまでに掲げる次のいずれにも該当しない者で

あることを誓約します。 あることを誓約します。

１～８ 略 １～８ 略

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

年 月 日 年 月 日

住所 住所

氏名 氏名 ㊞

別記様式第３号の14（第９条の20関係） 別記様式第３号の14（第９条の20関係）

略 略

駐車監視員資格者証書換え交付申請書 駐車監視員資格者証書換え交付申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 氏名 申請者 氏名 ㊞

略 略
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略 略

備考 申請者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

別記様式第３号の15（第９条の20関係） 別記様式第３号の15（第９条の20関係）

略 略

駐車監視員資格者証再交付申請書 駐車監視員資格者証再交付申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 氏名 申請者 氏名 ㊞

略 略

略 略

備考 申請者は、その氏名を自署により記載する場

合にあっては、押印を省略することができる。

注 略 注 略

別記様式第４号（第10条の２関係） 別記様式第４号（第10条の２関係）

略 略

安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出 安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出

書 書

（新規・管理者変更・解任・届出内容変更） （新規・管理者変更・解任・届出内容変更）

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

年 月 日 年 月 日

安全運転管理者
を選任・解任

安全運転管理者
を選任・解任

副安全運転管理者 副安全運転管理者

届出事項を変更 したので届け 届出事項を変更 したので届け

出します。 出します。

届出者 届出者

氏名 氏名 ㊞

（法人にあってはその名 （法人にあってはその名

称及び代表者氏名） 称及び代表者氏名）

住所 住所

電話番号 電話番号

略 略

注 略 注 略

別記様式第５号（第10条の３関係） 別記様式第５号（第10条の３関係）

安全運転管理者
要件該当認定申請書

安全運転管理者
要件該当認定申請書

副安全運転管理者 副安全運転管理者
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年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者
住所又は所在地

申請者
住所又は所在地

氏名又は名称 氏名又は名称 ㊞

略 略

別記様式第７号（第14条関係） 別記様式第７号（第14条関係）

自動車運転免許条件解除（変更）申請書 自動車運転免許条件解除（変更）申請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

氏名 氏名 ㊞

略 略

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第８号（第16条関係） 別記様式第８号（第16条関係）

道路交通法施行令第34条による指定教習所指定申 道路交通法施行令第34条による指定教習所指定申

請書 請書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者
住 所

申請者
住 所

氏 名 氏 名 ㊞

（法人にあってはその名 （法人にあってはその名

称、代表者の氏名及び主 称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） たる事務所の所在地）

略 略

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第10号（第20条関係） 別記様式第10号（第20条関係）

運転経歴証明書交付申請書 運転経歴証明書交付申請書

年 月 日 写真 年 月 日 写真

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住所 住所

氏名 氏名 ㊞

道路交通法第104条の４第５項（同法第105条第 道路交通法第104条の４第５項（同法第105条第

２項において読み替えて準用する場合を含む。） ２項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により、運転経歴証明書の交付を申請しま の規定により、運転経歴証明書の交付を申請しま

す。 す。

略 略

備考 略 備考 略
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注 氏名を自署する場合には、押印を省略する

ことができる。

別記様式第11号の３（第21条の３関係） 別記様式第11号の３（第21条の３関係）

運転経歴証明書返納届 運転経歴証明書返納届

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

氏名 氏名 ㊞

続柄（本人・その他 ） 続柄（本人・その他 ）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第12号（第22条関係） 別記様式第12号（第22条関係）

取消処分者講習受講申出書 取消処分者講習受講申出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住所 住所

氏名 氏名 ㊞

道路交通法第108条の２第１項第２号に規定す 道路交通法第108条の２第１項第２号に規定す

る講習を受けることを申し出ます。 る講習を受けることを申し出ます。

略 略

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第13号（第22条関係） 別記様式第13号（第22条関係）

停止処分者講習受講申出書 停止処分者講習受講申出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

道路交通法第108条の２第１項第３号に規定する 道路交通法第108条の２第１項第３号に規定する

講習を受けることを申し出ます。 講習を受けることを申し出ます。

略 略

略 略

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

別記様式第14号（第23条関係） 別記様式第14号（第23条関係）
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運転免許証返納届 運転免許証返納届

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

氏名 氏名 ㊞

続柄（本人・その他 ） 続柄（本人・その他 ）

略 略

備考 略 備考 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

（鳥取県暴力団排除条例施行規則の一部改正）

第３条 鳥取県暴力団排除条例施行規則（平成23年鳥取県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係）

説明・資料提出書 説明・資料提出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

鳥取県暴力団排除条例施行規則第３条第２項の規定 鳥取県暴力団排除条例施行規則第３条第２項の規定

により、次のとおり提出します。 により、次のとおり提出します。

略 略

注 略 注 略

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係）

口頭による説明日時等変更申出書 口頭による説明日時等変更申出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

鳥取県暴力団排除条例施行規則第４条第２項の規定 鳥取県暴力団排除条例施行規則第４条第２項の規定

により、次のとおり口頭による説明の日時又は場所の により、次のとおり口頭による説明の日時又は場所の

変更を申し出ます。 変更を申し出ます。

略 略

注 略 注 略

様式第７号（第７条関係） 様式第７号（第７条関係）

申 述 書 申 述 書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞
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鳥取県暴力団排除条例施行規則第７条第２項の規定 鳥取県暴力団排除条例施行規則第７条第２項の規定

により、次のとおり提出します。 により、次のとおり提出します。

略 略

注 略 注 略

様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第８条関係）

口頭による意見の聴取日時等変更申出書 口頭による意見の聴取日時等変更申出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

鳥取県暴力団排除条例施行規則第８条第２項の規定 鳥取県暴力団排除条例施行規則第８条第２項の規定

により、次のとおり口頭による意見の聴取の日時又は により、次のとおり口頭による意見の聴取の日時又は

場所の変更を申し出ます。 場所の変更を申し出ます。

略 略

注 略 注 略

様式第10号（第９条関係） 様式第10号（第９条関係）

代理人選任届出書 代理人選任届出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

鳥取県暴力団排除条例施行規則第９条第１項の規定 鳥取県暴力団排除条例施行規則第９条第１項の規定

に基づき、次のとおり代理人を選任しましたので、同 に基づき、次のとおり代理人を選任しましたので、同

条第３項の規定により提出します。 条第３項の規定により提出します。

略 略

注 略 注 略

添付書類 略 添付書類 略

様式第11号（第９条関係） 様式第11号（第９条関係）

代理人解任届出書 代理人解任届出書

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

住 所 住 所

氏 名 氏 名 ㊞

選任していた代理人を次のとおり解任したので、鳥 選任していた代理人を次のとおり解任したので、鳥

取県暴力団排除条例施行規則第９条第４項の規定によ 取県暴力団排除条例施行規則第９条第４項の規定によ

り提出します。 り提出します。

略 略

注 略 注 略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年１月22日から施行する。

令和３年１月22日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第５号
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（経過措置）

２ 第１条の規定による改正前の示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第１

条の規定によりなお効力を有するものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則、第２条の

規定による改正前の道路交通法施行細則及び第３条の規定による改正前の鳥取県暴力団排除条例施行規則の規

定に基づいて作成した様式で、この規則の施行の際現存するものについては、第１条の規定による改正後の示

威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第１条の規定によりなお効力を有する

ものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則、第２条の規定による改正後の道路交通法施

行細則及び第３条の規定による改正後の鳥取県暴力団排除条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要

の調整をした上で使用することができる。


